
令和６年度 「閃き」まちづくり公募補助金応募要項 

 

 

 

この補助金は、町内の団体等（以下、「団体」という。）が地域の創意工夫に基づ

き自主的、自発的に行なうまちづくり活動（以下、「活動」という。）に対し、その

経費の一部を補助することによって、まちぐるみで協働のまちづくりを推進するこ

とを目的とします。 

 

 

事業の実施期間は、令和６年４月１日から令和７年３月３１日までとします。 

 

 

 補助の対象となる団体は、次に掲げる要件をすべて満たすものとします。 

 （１）５人以上で構成される団体であること。 

 （２）団体の構成員の過半数が町内に住所を有していること。 

 （３）町内に活動拠点を有していること。 

 （４）定款、規約、会則その他の定めにより、団体としての運営上の規律が確保さ

れていること。 

（５）政治的活動、宗教的活動、特定の人物に対する支持を目的とする団体でない 

こと。 

 

 

 補助の対象となる事業は、不特定多数の町民の利益又は社会的な利益の増進に寄与

する事業とし、新たにスタートする事業及び団体の自立を促進し、活動を軌道にの

せるための活動とする。 

 

 ◇補助金額と補助率  補助対象経費の額の３分の２以内 

            上限５０万円 

 ◇補助対象基準    新規、継続は問わない。補助は一団体につき年度内１回と

し、同一事業を継続する場合は連続で３年までとする。 

 ◇留意事項      ・補助金申請の有無に関わらず、３年以上は継続して事業

を実施する計画であること。 

            ・過去に本補助金の交付を受けた事業と、団体、地域、目

的等が類似する事業の申請はできない。 

 

※国県町等の助成金を活用する場合は、経費から助成制度により受領した額を差し

引いた額を補助対象経費とします。 

ただし、補助の対象となる経費が、５万円以下の事業は対象外とする。 

 

 

 

補助の対象となる経費は、補助対象事業の実施に直接的に必要で、かつ社会通

念上補助の対象にふさわしい支出であって、原則として次の費目及び補助対象経

費とします。 

 

 

１．目的 

２．実施期間 

４．補助対象事業とその補助内容 

３．補助対象団体 

５．補助対象経費 



費  目 補助対象経費の内容 

報償費 講師、専門家への役務の提供等に対する謝礼 

旅費 交通費等 

需用費 消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料等 

役務費 通信運搬費、手数料、保険料等 

使用料及び賃借料 会場借上料、器具・機材の使用料等 

工事請負費 拠点施設の整備等 

備品購入費 器具・機材の購入費 

その他経費 上記のほか事業の実施に必要で、町長が適当と認める経費 

 ※備品購入については、全体補助事業費の２分の１以内とする。 

次の経費については、補助の対象とはなりません。 

・団体の事務所等の維持経費 

・交際費、慶弔費、食糧費、加盟組織への会費 

・団体の構成員に対する人件費 

 

 

補助金の交付を受けようとする場合は、「閃き」まちづくり公募補助金交付申請書

に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請してください。 

 （１）提出書類 

   ・「閃き」まちづくり公募補助金交付申請書（様式第１号） 

   ・事業実施計画書（様式第２号） 

   ・収支予算書（様式第３号） 

   ・来年度事業実施計画書（様式第４-１号） 

   ・再来年度事業実施計画書（様式第４-２号） 

   ・団体概要書（様式第５号） 

   ・定款、規約、会則その他、団体の運営に関する規定 

   ・その他、事業内容の説明に要する書類 

 （２）募集期間  随時募集 

（３）申請書類の提出 

※ 申請書の様式は総合政策課に用意しています（ホームページからもダウンロー

ドできます）ので、申請内容について事前にご相談ください。 

     高浜町役場 総合政策課 

      〒919－2292  福井県大飯郡高浜町宮崎 86-23-2 

Tel 72－7711  Fax 72－2889 

 

 

 審査基準は、別紙「閃き」まちづくり公募補助金審査票によるものとします。 

 

 

 

 

町長は、公募補助金審査委員会の判定を尊重の上、補助の可否、補助金の額を決定 

６．補助金の交付申請 

７．審査基準 

８．交付決定及び通知 



し、補助金の交付を申請した団体に通知します。 

 

 

補助事業団体は、事業完了後すみやかに次の要領により、その実績を町長に報告し

てください。 

   提出書類 

・「閃き」まちづくり公募補助事業実績報告書（様式第６号） 

・事業実績書（様式第７号） 

・収支決算書（様式第８号） 

・補助対象経費に係る領収書等の写し 

・その他、事業実績の説明に要する書類 

 

 

町長が実績報告書の内容を審査の上、補助金の額を確定した後は、補助事業団体は、

「閃き」まちづくり公募補助金請求書（様式第９号）を町長に提出してください。 

 

 

補助事業団体が事業を変更又は中止しようとする場合は、町長の承認を受けてくだ

さい。 

 

 

町長は、補助対象事業の内容を次のとおり公表することとします。 

（１）補助金の交付決定後  事業計画の概要 

（２）補助対象事業完了後  事業実績とその成果 

９．実績報告 

10．補助金の確定及び精算 

11．事業の変更又は中止 

12．公表 


